
 

 

 

 

 

海面区画漁業権漁場計画 

 

倉敷市～笠岡市 

（免許番号７５～１２２号） 

 

 

存 続 期 間  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで  

申 請 期 間  公示の日から１２０日間 

免許予定日         令和６年４月１日 

 

岡山県農林水産部水産課 

 



 

 

 １ 免許番号 岡区第７５号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 のり、わかめ養殖業 

   １０月１日から翌年４月１０日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 倉敷市六口島西地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 基点第１２５９号、点ア、点イ、点ウ及び基点第１２４１

号の各点を順次結んだ４直線と最大高潮時海岸線とによって

囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第１２１５号 倉敷市下津井１丁目祇園神社 

     基点第１２４１号  倉敷市六口島長谷鼻に設置した標識 

     基点第１２４２号  倉敷市上濃地島東端に設置した標識 

    基点第１２５９号  倉敷市六口島北端に設置した標識 

          点ア 基点第１２５９号から基点第１２４２号見通し線

上基点第１２５９号から５０メートルの点 

          点イ 基点第１２１５号から点ア見通し延長線と、香川

県丸亀市本島カブラ崎鼻から香川県丸亀市本島福部

島（烏小島）西端見通し延長線との交差点 

          点ウ 基点第１２４１号から浅口市寄島町寄島山頂（８

１）見通し線と、香川県丸亀市本島カブラ崎鼻から

香川県丸亀市本島福部島（烏小島）西端見通し延長

線との交差点 

 

 

 ５ 制限又は条件 漁期終了日までに漁場の清掃をしなければならない。 

 

 

６ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 ７ 関係地区 倉敷市（旧児島市） 

 

 

  



 

 

 

  

岡区第  ７５  号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第７６号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 のり養殖業 

   １０月１日から翌年４月１０日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 倉敷市上水島地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 点イ、点ウ、点エ、点オ、点カ、点キ及び点イの各点を順

次結んだ６直線によって囲まれた区域 

   点の位置 

     基点第１２３９号  倉敷市上水島南端に設置した標識 

     基点第１２４４号  倉敷市太濃地島南端に設置した標識 

      基点第１２４５号  倉敷市上水島北端に設置した標識 

        基点第１２６５号 倉敷市上水島西端に設置した標識 

     基点第１２６７号  倉敷市イザロ濃地島北端に設置した標識 

     基点第１２６８号  倉敷市水島川崎通１丁目ＪＦＥスチール株式会社

東南端に設置した標識 

     基点第１２７０号  倉敷市上濃地島北西端に設置した標識 

        基点第１２７３号  倉敷市水島川崎通１丁目ＪＦＥスチール株式会社

西南端角に設置した標識 

     基点第１４５５号  倉敷市下水島北端に設置した標識 

        基点第１４５６号  倉敷市下水島東端に設置した標識 

          点ア 基点第１２６８号から香川県丸亀市手島馬ノ口鼻

見通し線と、基点第１２４５号と基点第１２６７号

を結んだ直線との交差点 

          点イ 点アから基点第１２６７号見通し線上点アから５

００メートルの点 

          点ウ 点エから点ケ見通し延長線と、点イから真方位２

１８度見通し線との交差点 

          点エ 基点第１２６８号から香川県丸亀市手島馬ノ口鼻

見通し線と、基点第１２７０号と基点第１４５５号

を結んだ直線との交差点 

                    点オ 基点第１２７３号から真方位１８０度見通し線

と、基点第１２７０号と基点第１４５５号を結んだ

直線との交差点 

          点カ 基点第１４５６号から真方位７１度見通し線と、

基点第１２６５号から倉敷市玉島黒崎番所鼻見通し

線との交差点 

          点キ 基点第１４５６号から真方位７１度見通し線と、

基点第１２６７号から基点第１２４５号見通し延長

線との交差点 

          点ク 基点第１２６８号から香川県丸亀市手島馬ノ口鼻

見通し線と、基点第１２３９号と基点第１２４４号

を結んだ直線との交差点 

          点ケ 点クから基点第１２４４号見通し線上点クから４

００メートルの点 

 

 

 ５ 制限又は条件 漁期終了日までに漁場の清掃をしなければならない。 

 

 

６ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ７ 関係地区 倉敷市（旧児島市） 

 

 

  



 

 

 

  

岡区第  ７６  号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第７７号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 のり養殖業 

   １０月１日から翌年４月１０日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 倉敷市網代、茶瓶地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 点ア、点イ、点ウ、点エ、点オ及び点アの各点を順次結ん

だ５直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

     基点第１２３９号  倉敷市上水島南端に設置した標識 

     基点第１４６７号  倉敷市茶瓶北端に設置した標識 

          点ア 香川県丸亀市広島薑鼻から基点第１４６７号見通

し延長線上基点第１４６７号から３２０メートルの

点 

                    点イ  点アから倉敷市網代北西端見通し延長線と、浅口

市寄島町青佐鼻から倉敷市大柄杓島北端見通し延長

線との交差点 

                    点ウ  浅口市寄島町青佐鼻から倉敷市大柄杓島北端見通

し延長線と、倉敷市茶瓶北東端から倉敷市下水島西

端見通し延長線との交差点 

          点エ 点カから点ウ見通し線上点カから３６０メートル

の点 

          点オ 点カから点ア見通し線上点カから３００メートル

の点 

                    点カ 基点第１２３９号から点ウ見通し線と点アから倉

敷市上濃地島北端見通し線との交差点 

 

 

 ５ 制限又は条件 漁期終了日までに漁場の清掃をしなければならない。 

 

６ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ７ 関係地区 倉敷市（旧児島市） 

 

  



 

 

 

  

岡区第  ７７  号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第７８号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 わかめ、こんぶ養殖業    

   １０月１日から翌年６月３０日まで 

  

 

 ３ 漁場の位置 倉敷市児島味野、下の町、田の口、唐琴地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 次に掲げる（１）の区域のうち（２）及び（３）に掲げる

区域を除いた区域 

  （１）基点第１２０１号及び基点第１２５７号を結んだ直線と最大高潮時

海岸線とによって囲まれた区域。ただし、河川、溝渠等の区域を除

く。 

   点の位置 

     基点第１２０１号  倉敷市・玉野市界松ケ鼻突端大石に設置した標識 

     基点第１２５７号  倉敷市児島味野浜の宮突端に設置した標識 

  （２）基点第１２０１号及び基点第１２０３号を結んだ直線と最大高潮時

海岸線とによって囲まれた区域。 

      点の位置                 

     基点第１２０１号  倉敷市・玉野市界松ケ鼻突端大石に設置した標識 

        基点第１２０３号  倉敷市児島唐琴４丁目鵜石鼻防波堤突端に設置し

た標識 

    （３）基点第１２８９号、点ア、点イ、点ウ及び基点第１２９０号を順次

結んだ４直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

      点の位置 

      基点第１２８９号  倉敷市児島唐琴４丁目１５４－４９地先に設置し

た標識 

        基点第１２９０号 倉敷市児島田の口５丁目４４７０－４地先に設置

した標識 

                    点ア  基点第１２８９号から真方位２５０度見通し線上

基点第１２８９号から２１３メートルの点 

                    点イ  点アから真方位３１２度見通し線上点アから２６

０メートルの点 

                    点ウ  基点第１２９０号から真方位１８０度見通し線上

基点第１２９０号から１９０メートルの点 

 

 

 ５ 制限又は条件 

  （１）各港の出入口に船舶の航行に必要な通路を設け、関係機関の指示に

従い標識灯を設置しなければならない。 

  （２）漁期終了日までに漁場の清掃をしなければならない。 

 

 

６ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ７ 関係地区 倉敷市（旧児島市） 

 

  



 

 

 

  

岡区第  ７８  号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第７９号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 わかめ養殖業 

   １０月１日から翌年５月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 倉敷市児島、大畠地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 基点第１２８４号、点ア、点イ、点ウ及び点エの各点を順

次結んだ４直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

     基点第１２５７号  倉敷市児島味野浜の宮突端に設置した標識 

     基点第１２７９号  倉敷市竪場島西端に設置した標識 

     基点第１２８４号  倉敷市児島元浜町北東角防波堤基部に設置した標

識 

          点ア 基点第１２８４号から基点第１２７９号見通し線

と、基点第１２５７号から倉敷市大畠大畠漁港新防

波堤北曲角部見通し線との交差点 

          点イ 基点第１２５７号から倉敷市大畠大畠漁港新防波

堤北曲角部見通し線と、基点第１２７９号から点ウ

見通し線との交差点 

          点ウ 倉敷市児島元浜町６番地３地先防波堤北端（基

部） 

          点エ 倉敷市児島元浜町８８番地２２地先児島ボートレ

ース場北の側壁の東端に設置した標識 

 

 

 ５ 制限又は条件 漁期終了日までに漁場の清掃をしなければならない。 

 

 

６ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 ７ 関係地区 倉敷市（旧児島市） 

 

 

  



 

 

 

  

岡区第  ７９  号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第８０号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 わかめ、こんぶ養殖業 

   １０月１日から翌年６月３０日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 倉敷市児島唐琴地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 基点第１２０１号及び基点第１２０３号を結んだ直線と最

大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。ただし、河川、溝

渠等の区域を除く。 

      点の位置                 

     基点第１２０１号  倉敷市・玉野市界松ケ鼻突端大石に設置した標識 

        基点第１２０３号  倉敷市児島唐琴４丁目鵜石鼻防波堤突端に設置し

た標識 

 

 

 ５ 制限又は条件 

  （１）各港の出入口に船舶の航行に必要な通路を設け、関係機関の指示に

従い標識灯を設置しなければならない。 

  （２）漁期終了日までに漁場の清掃をしなければならない。 

 

 

６ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ７ 関係地区 倉敷市（旧児島市） 

  



 

 

 

  

岡区第  ８０  号 

第１種区画漁業権 



 

 

１  免許番号  岡区第８１号 

 

 

 ２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

     第１種区画漁業  わかめ養殖業 

   １０月１日から翌年５月３１日まで 

 

 

 ３  漁場の位置 倉敷市大畠地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 点ア、点イ、点ウ及び基点第１２８３号の各点を順次結ん

だ３直線と倉敷市児島元浜町児島ボートレース場一文字波止

堤防とによって囲まれた区域 

    点の位置 

     基点第１２０５号  倉敷市児島田の口６丁目雁山岬突端に設置した標

識 

     基点第１２５７号  倉敷市児島味野浜の宮突端に設置した標識 

     基点第１２７９号  倉敷市竪場島西端に設置した標識 

     基点第１２８３号  倉敷市児島元浜町児島ボートレース場一文字波止

堤防南端に設置した標識 

            点ア 倉敷市児島元浜町６番地３地先防波堤北端（基

部） 

            点イ 点アから基点第１２７９号見通し線と、基点第１

２５７号から倉敷市大畠大畠漁港新防波堤北曲角部

見通し線との交差点 

           点ウ 基点第１２５７号から倉敷市大畠大畠漁港新防波

堤北曲角部見通し線と、基点第１２０５号から基点

第１２８３号見通し線との交差点 

 

 

５ 制限又は条件 漁期終了日までに漁場の清掃をしなければならない。 

  

 

６ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ７  関係地区  倉敷市（旧児島市） 

 

 

  



 

 

 

  

岡区第  ８１  号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １  免許番号  岡区第８２号  

 

 

 ２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

     第１種区画漁業  わかめ、ひじき、こんぶ養殖業 

   １０月１日から翌年６月３０日まで 

 

 

 ３  漁場の位置 倉敷市釜島地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 基点第１２２０号、点ア及び点イの各点を順次結んだ２直

線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

    点の位置 

     基点第１２０６号  倉敷市児島下の町９－１８－３４福山通運株式会

社児島営業所岸壁南西端角に設置した標識 

     基点第１２２０号  倉敷市釜島北東端に設置した標識 

            点ア 基点第１２２０号から倉敷市釜島北西端見通し線

と、倉敷市釜島東高（２２）から基点第１２０６号

見通し線との交差点 

            点イ 倉敷市釜島東高（２２）から基点第１２０６号見

通し線と最大高潮時海岸線との交差点 

 

 

５ 制限又は条件 漁期終了日までに漁場の清掃をしなければならない。 

 

 

６ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ７  関係地区 倉敷市（旧児島市） 

 

 

  



 

 

 

  

岡区第  ８２  号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １  免許番号  岡区第８３号  

 

 

 ２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

     第１種区画漁業  わかめ、ひじき、こんぶ養殖業 

   １０月１日から翌年６月３０日まで 

 

 

 ３  漁場の位置 倉敷市釜島西地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 基点第１２２２号、点ア、点イ及び基点第１２２１号の各

点を順次結んだ３直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ

た区域 

    点の位置 

     基点第１２２１号 倉敷市釜島南端に設置した標識 

    基点第１２２２号  倉敷市釜島西端に設置した標識 

            点ア 基点第１２２２号から香川県坂出市櫃石島大裸島

高見通し線と、倉敷市大畠久須美鼻灯標から香川県

坂出市小瀬居島高見通し線との交差点 

            点イ 基点第１２２１号から香川県坂出市櫃石島北端見

通し線と、倉敷市大畠久須美鼻灯標から香川県坂出

市小瀬居島高見通し線との交差点 

 

 

５ 制限又は条件 漁期終了日までに漁場の清掃をしなければならない。 

 

 

６ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ７  関係地区 倉敷市（旧児島市） 

 

 

  



 

 

 

  

岡区第  ８３  号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １  免許番号  岡区第８４号  

 

 

 ２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

     第１種区画漁業  あかがい、あさり垂下式養殖業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

 ３  漁場の位置 倉敷市六口島地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 基点第１２２３号、点ア、点イ及び基点第１２５９号の各

点を順次結んだ３直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ

た区域 

    点の位置 

     基点第１２１６号  倉敷市下津井４丁目灯篭崎（西ノ崎）突端に設置

した標識 

     基点第１２２３号  倉敷市六口島北東端に設置した標識 

     基点第１２４２号  倉敷市上濃地島東端に設置した標識 

    基点第１２５９号  倉敷市六口島北端に設置した標識 

            点ア 基点第１２２３号から基点第１２１６号見通し線

上基点第１２２３号から５０メートルの点 

            点イ 基点第１２５９号から基点第１２４２号見通し線

上基点第１２５９号から５０メートルの点 

 

 

５ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ６  関係地区 倉敷市（旧児島市） 

 

 

  



 

 

 

岡区第  ８４  号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第８５号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第３種区画漁業 はまぐり、あさり養殖業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 倉敷市連島町鶴新田地先（高梁川下流） 

 

 

 ４ 漁場の区域 点ア、点イ、基点第１３０３号、点エ及び点アの各点を順

次結んだ４直線によって囲まれた区域 

   点の位置 

     基点第１３０３号  倉敷市連島町鶴新田西岡崎大がんぎ石地蔵 

     基点第１３０４号  倉敷市連島町鶴新田水島大橋下流側東端から３８

８メートルの点 

     基点第１３１０号  倉敷市連島町鶴新田船溜まりの石積防波堤基部 

     基点第１４０２号  倉敷市玉島乙島株式会社クラレ南東国土交通省が

設置した標識 

    基点第１４１５号  倉敷市玉島上成新霞橋西詰に設置した標識 

        基点第１４１７号 倉敷市玉島乙島高崎公会堂内の水道記念碑 

点ア 点ウから基点第１３０４号見通し延長線と、基点

第１３１０号から基点第１４１７号見通し線との交

差点 

          点イ 基点第１３０４号から点ア見通し延長線と、基点

第１３０３号から基点第１４０２号見通し線との交

差点 

          点ウ 基点第１４０２号から倉敷市玉島上成新霞橋東詰

見通し線と、基点第１３０３号から基点第１４１５

号見通し線との交差点 

                    点エ 基点第１３１０号から基点第１４１７号見通し線

上基点１３１０号から８０メートルの点 

 

 

５ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   個別漁業権 

 

 

 ６ 関係地区 倉敷市連島 

 

 

  



 

  

岡区第  ８５  号 

第３種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第８６号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 のり養殖業    

   １０月１日から翌年４月１０日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 倉敷市大柄杓島地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 点ア、基点第１４４８号、点オ、点エ及び点アの各点を順

次結んだ４直線によって囲まれた区域 

   点の位置 

     基点第１４４８号  倉敷市大柄杓島北端に設置した標識 

     基点第１４６７号  倉敷市茶瓶北端に設置した標識 

                    点ア 基点第１４４８号から高梁川中国電力送電線鉄塔

見通し線と、基点第１４６７号から浅口市寄島町寄

島東端見通し線との交差点 

          点イ 基点第１４６７号から浅口市寄島町寄島東端見通

し線と、高梁川導流堤突端灯台から香川県丸亀市手

島馬の口鼻見通し線との交差点 

          点ウ 基点第１４４８号から浅口市寄島町寄島南端見通

し線と、高梁川導流堤突端灯台から香川県丸亀市手

島馬の口鼻見通し線との交差点 

          点エ 点イから浅口市寄島町寄島東端見通し線上点イか

ら４００メートルの点 

          点オ 点ウから浅口市寄島町寄島南端見通し線上点ウか

ら４００メートルの点 

 

 

 ５ 制限又は条件 漁期終了日までに漁場の清掃をしなければならない。 

 

 

 

６ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

７ 関係地区 倉敷市玉島黒崎 

 

 

  



 

  

岡区第  ８６  号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第８７号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 のり養殖業 

   １０月１日から翌年４月１０日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 倉敷市下水島地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 点エ、点オ、点カ、点キ、点コ、点ケ及び点エの各点を順

次結んだ６直線によって囲まれた区域 

   点の位置 

    基点１２６５号 倉敷市上水島西端に設置した標識 

    基点１４５６号 倉敷市下水島東端に設置した標識 

    点ア 倉敷市児島塩生瀬戸埠頭株式会社地先桟橋南端から浅口市寄島

町青佐鼻東端見通し線と、真鍋島大明神鼻北東端から高梁川航路

第３号灯浮標見通し線との交差点 

    点イ 倉敷市児島塩生瀬戸埠頭株式会社地先桟橋南端から浅口市寄島

町青佐鼻東端見通し線と、倉敷市玉島乙島玉島ハーバーアイラン

ド廃棄物埋立護岸南東端角から真方位１６１度見通し線との交差

点 

        点ウ 倉敷市細濃地島島頂から浅口市寄島町寄島南端見通し線と、倉

敷市玉島乙島玉島ハーバーアイランド廃棄物埋立護岸南東端角か

ら真方位１６１度見通し線との交差点 

    点エ 倉敷市玉島乙島玉島ハーバーアイランド廃棄物埋立護岸南東端

角から真方位１６１度見通し線と、基点１２６５号から基点１４

５６号の見通し線との交差点 

    点オ 点ウから浅口市寄島町寄島南端見通し線上点ウから１５０メー

トルの点 

    点カ 倉敷市細濃地島島頂から浅口市寄島町寄島南端見通し線と、倉

敷市大柄杓島西端から倉敷市玉島黒崎沙美漁港東防波堤突端灯標

見通し線との交差点 

    点キ 倉敷市大柄杓島西端から倉敷市玉島黒崎沙美漁港東防波堤突端

灯標見通し線と、真鍋島大明神鼻北東端から高梁川航路第３号灯

浮標見通し線との交差点 

    点ク 点アから点キ見通し線上点アから６０メートルの点 

    点ケ 点イから点ウ見通し線上点イから６０メートルの点 

    点コ 点ケから点ク見通し延長線上点クから２００メートルの点  

 

 

 ５ 制限又は条件 漁期終了日までに漁場の清掃をしなければならない。 

 

 

６ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ７ 関係地区 倉敷市玉島黒崎 

 

 

  



 

  

岡区第  ８７  号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第８８号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 のり養殖業 

   １０月１日から翌年４月１０日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 倉敷市玉島黒崎地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 点ウ、点エ、点オ、点カ及び点ウの各点を順次結んだ４直

線によって囲まれた区域 

   点の位置 

     基点第１４３５号  倉敷市玉島黒崎番所鼻南東端に設置した標識 

     基点第１４４１号  倉敷市玉島黒崎帆崎南端に設置した標識 

          点ア 中国電力送電線新倉敷玉島線及び玉島笠岡線№１

１鉄塔から基点第１４３５号見通し延長線上基点第

１４３５号から２，２６０メートルの点 

          点イ 点アから基点第１４３５号見通し線上点アから３

５０メートルの点 

          点ウ 基点第１４４１号から手島高ノ越鼻西端見通し線

上基点第１４４１号から２，０８０メートルの点 

          点エ 基点第１４４１号から手島高ノ越鼻西端見通し線

上基点第１４４１号から１，７２０メートルの点 

          点オ  点エから点イ見通し延長線と、倉敷市玉島柏島権

現山（３０）から玉島港一文字防波堤（西）南東端

見通し延長線との交差点 

          点カ 点アから点ウ見通し線と、倉敷市玉島柏島権現山

（３０）から玉島港一文字防波堤（西）南東端見通

し延長線との交差点 

 

 

 ５ 制限又は条件 漁期終了日までに漁場の清掃をしなければならない。 

 

６ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ７ 関係地区 倉敷市玉島黒崎 

 

 

  



 

  

岡区第  ８８  号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第８９号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 のり養殖業 

   １０月１日から翌年４月１０日まで 

   

 

 ３ 漁場の位置 倉敷市玉島黒崎地先 

 

 

  ４ 漁場の区域 点ウ、点エ、点オ、点カ及び点ウの各点を順次結んだ４直

線によって囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第１４３５号  倉敷市玉島黒崎番所鼻南東端に設置した標識 

    基点第１４４１号  倉敷市玉島黒崎帆崎南端に設置した標識 

          点ア 中国電力送電線新倉敷玉島線及び玉島笠岡線№１

１鉄塔から基点第１４３５号見通し延長線上基点第

１４３５号から２，９１０メートルの点 

          点イ 点アから基点第１４３５号見通し線上点アから３

５０メートルの点 

          点ウ 基点第１４４１号から手島高ノ越鼻西端見通し線

上基点第１４４１号から２，７５０メートルの点 

          点エ 基点第１４４１号から手島高ノ越鼻西端見通し線

上基点第１４４１号から２，３７０メートルの点 

           点オ  点イから点エ見通し線と、倉敷市玉島柏島権現山

（３０）から玉島港一文字防波堤（西）南東端見通

し延長線との交差点 

          点カ 点アから点ウ見通し線と、倉敷市玉島柏島権現山

（３０）から玉島港一文字防波堤（西）南東端見通

し延長線との交差点 

  

 

 ５ 制限又は条件 漁期終了日までに漁場の清掃をしなければならない。 

 

６ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ７ 関係地区 倉敷市玉島黒崎 

 

 

  



 

  

岡区第  ８９  号 

第１種区画漁業権 



 １ 免許番号 岡区第９０号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 のり養殖業 

   １０月１日から翌年４月１０日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 倉敷市玉島黒崎地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 点ウ、点エ、点オ、点カ及び点ウの各点を順次結んだ４直

線によって囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第１４３５号  倉敷市玉島黒崎番所鼻南東端に設置した標識 

          点ア 中国電力送電線新倉敷玉島線及び玉島笠岡線№１

１鉄塔から基点第１４３５号見通し延長線上基点第

１４３５号から３，５６０メートルの点 

          点イ 点アから基点第１４３５号見通し線上点アから３

５０メートルの点 

          点ウ 玉島黒崎沙美海岸潜堤（西）灯浮標から手島高ノ

越鼻西端見通し線上玉島黒崎沙美海岸潜堤（西）灯

浮標から３，９００メートルの点 

          点エ 玉島黒崎沙美海岸潜堤（西）灯浮標から手島高ノ

越鼻西端見通し線上玉島黒崎沙美海岸潜堤（西）灯

浮標から３，５５０メートルの点 

          点オ  点イから点エ見通し線と、倉敷市玉島柏島権現山

（３０）から玉島港一文字防波堤（西）南東端見通

し延長線との交差点 

          点カ 点アから点ウ見通し線と、倉敷市玉島柏島権現山

（３０）から玉島港一文字防波堤（西）南東端見通

し延長線との交差点 

 

 

 ５ 制限又は条件 漁期終了日までに漁場の清掃をしなければならない。 

６ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ７ 関係地区 倉敷市玉島黒崎 

 

 

  



 

  

岡区第  ９０  号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第９１号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第３種区画漁業 もがい、あかがい養殖業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 倉敷市玉島黒崎沙美西地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 次に掲げる（１）の区域のうち（２）に掲げる区域を除い

た区域 

  （１）基点第１４３８号、基点第１４４６号、点ア、点イ及び基点第１４

４０号の各点を順次結んだ４直線と最大高潮時海岸線とによって囲ま

れた区域。ただし、河川、溝渠等の区域を除く。 

   点の位置 

     基点第１４３５号  倉敷市玉島黒崎番所鼻南東端に設置した標識 

     基点第１４３８号  倉敷市玉島黒崎諏訪鼻南端に設置した標識 

     基点第１４４０号 倉敷市玉島黒崎山王南東端に設置した標識 

        基点第１４４６号 倉敷市玉島黒崎沙美漁港防波堤南西端 

          点ア 基点１４３５号から浅口市寄島町一文字防波堤南

端見通し線と、基点第１４４６号から香川県丸亀市

手島東端見通し線との交差点 

          点イ 基点１４３５号から浅口市寄島町一文字防波堤南

端見通し線と、基点第１４４０号から香川県丸亀市

手島高頂見通し線との交差点 

  （２）点ウ、エ、オ及び基点第１４３９号の各点を順次結んだ３直線と最

大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

     基点第１４３９号  倉敷市玉島黒崎妙見川左岸角に設置した標識 

          点ウ 倉敷市玉島黒崎５５０番地先諏訪鼻西側突端 

          点エ 点ウから真方位２００度４０分見通し線上点ウか

ら１９８メートルの点 

          点オ 基点第１４３９号から真方位１５８度１０分見通

し線上基点第１４３９号から３０１メートルの点 

 

 

５ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   個別漁業権 

 

 

 ６ 関係地区 倉敷市玉島黒崎 

 

 

  



 

  

岡区第  ９１  号 

第３種区画漁業権 



 

 

 １  免許番号  岡区第９２号 

 

 

 ２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

     第１種区画漁業  かき垂下式養殖業 

    ４月１日から１０月３１日まで 

 

 

 ３  漁場の位置 倉敷市玉島黒崎南浦地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 点ア、点イ、点ウ、点エ及び点アの各点を順次結んだ４直

線によって囲まれた区域 

    点の位置 

    基点第１４４２号 倉敷市玉島黒崎傍示ノ鼻南端に設置した標識 

     基点第１５０１号  倉敷市・浅口市界に設置した標識 

     基点第１５０５号  浅口市寄島町三郎港内防波堤基部に設置した標識 

     基点第１５０７号  基点第１５０５号から寄島干拓堤防上北へ２００

メートルの地点に設置した標識 

            点ア 基点第１５０１号から香川県丸亀市広島町小手島

東端見通し線と、基点第１５０７号から倉敷市玉島

黒崎帆崎見通し線との交差点 

          点イ 点アから倉敷市玉島黒崎帆崎見通し線上点アから

２００メートルの点 

          点ウ 点イから基点１４４２号見通し線上点イから２０

０ｍの点 

            点エ 点アから基点第１５０１号見通し線上点アから２

００メートルの点 

   

       

  ５  制限又は条件 漁期終了日までに漁場の清掃をしなければならない。 

 

 

６ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ７  関係地区 倉敷市玉島黒崎、浅口市寄島町 

 

 

  



 

  

岡区第  ９２  号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第９３号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 かき垂下式養殖業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 浅口市寄島町寄島南地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 点エ、点オ、点ウ、基点第１５０９号、基点第１５２８号

及び点エの各点を順次結んだ５直線によって囲まれた区域 

   点の位置 

     基点第１５０８号  浅口市寄島町寄島東端に設置した標識 

     基点第１５０９号  浅口市寄島町三郎島南端に設置した標識 

        基点第１５２５号 浅口市寄島町一文字防波堤北端に設置した標識 

        基点第１５２６号 浅口市寄島町一文字防波堤南端に設置した標識 

     基点第１５２８号  浅口市寄島町三郎島北端に設置した標識 

          点ア 基点第１５０８号から香川県丸亀市手島甚平鼻突

端見通し線上基点第１５０８号から１００メートル

の点 

          点イ 基点第１５０８号から香川県丸亀市手島甚平鼻突

端見通し線上基点第１５０８号から９００メートル

の点 

          点ウ 基点第１５０９号から香川県丸亀市手島高ノ越鼻

突端見通し線上基点第１５０９号から７００メート

ルの点 

          点エ 基点第１５２５号から基点第１５２６号見通し延

長線と基点第１５２８号から点ア見通し延長線との

交差点 

          点オ 基点第１５２５号から基点第１５２６号見通し延

長線と点ウから点イ見通し延長線との交差点 

 

 

５ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 ６ 関係地区 浅口市寄島町 

 

 

  



 

  

岡区第  ９３  号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １  免許番号  岡区第９４号 

 

 

 ２  漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

     第１種区画漁業  かき垂下式養殖業 

    ４月１日から１０月３１日まで 

 

 

 ３  漁場の位置 浅口市寄島町安倉地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 点ア、点イ、点ウ、点エ及び点アの各点を順次結んだ４直

線によって囲まれた区域 

    点の位置 

     基点第１５０１号  倉敷市・浅口市界に設置した標識 

     基点第１５０５号  浅口市寄島町三郎港内防波堤基部に設置した標識 

     基点第１５０７号  基点第１５０５号から寄島干拓堤防上北へ２００

メートルの地点に設置した標識 

     基点第１５３２号  浅口市寄島町中安倉東防波堤基部に設置した標識 

            点ア 基点第１５０７号から倉敷市玉島黒崎帆崎見通し

線上基点第１５０７号から９００メートルの点（浅

口市寄島町一文字防波堤南端から３５０メートルの

点） 

            点イ 基点第１５０１号から香川県丸亀市広島町小手島

東端見通し線と、基点第１５０７号から倉敷市玉島

黒崎帆崎見通し線との交差点 

            点ウ 点イから基点第１５０１号見通し線上点イから２

００メートルの点 

            点エ 点アから基点第１５３２号見通し線上点アから２

００メートルの点 

 

 

  ５  制限又は条件 漁期終了日までに漁場の清掃をしなければならない。 

 

 

６ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ７  関係地区 浅口市寄島町 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
岡区第  ９４  号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第９５号 

  

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 あさり、あかがい、とりがい垂下式養殖業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 浅口市寄島町寄島西地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 基点第１５２９号、基点第１５０９号、点イ及び基点第１

５３３号を順次結んだ３直線と最大高潮時海岸線とによって

囲まれた区域 

   点の位置 

     基点第１５０９号 浅口市寄島町三郎島南端に設置した標識 

     基点第１５２９号  浅口市寄島町寄島干拓西堤防東基部から１００メ

ートルの地点に設置した標識 

        基点第１５３３号 浅口市寄島町寄島干拓西堤防地先人工干潟潜堤東

基部 

        基点第１５３５号 浅口市寄島町寄島干拓西堤防地先人工干潟潜堤南

東端 

        基点第１６０１号 笠岡市・浅口市界の標識 

              点ア 基点第１６０１号から笠岡市真鍋島大島西端見通

し線上基点第１６０１号から３００メートルの点 

              点イ 基点第１５０９号から点ア見通し線と、基点第１

５３３号から基点第１５３５号見通し延長線との交

差点 

 

 

５ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ６ 関係地区 浅口市寄島町 

  



 

  

岡区第  ９５  号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第９６号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第３種区画漁業 はまぐり、あさり養殖業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 倉敷市玉島乙島地先（高梁川下流） 

 

 

 ４ 漁場の区域 基点第１４０２号、点ア、点イ、点ウ及び基点第１４０２

号の各点を順次結んだ４直線によって囲まれた区域 

   点の位置 

     基点第１３０３号  倉敷市連島町鶴新田西岡崎大がんぎ石地蔵 

        基点第１３１０号 倉敷市連島町鶴新田船溜まりの石積防波堤基部 

    基点第１４０２号 倉敷市玉島乙島株式会社クラレ南東国土交通省が

設置した標識 

     基点第１４１５号  倉敷市玉島上成新霞橋西詰に設置した標識 

        基点第１４１７号 倉敷市玉島乙島高崎公会堂内の水道記念碑 

          点ア 基点第１４０２号から基点第１３０３号見通し線

上基点第１４０２号から７００メートルの点 

                    点イ 基点第１４１５号から点ア見通し線と、基点第１

４１７号から基点第１３１０号見通し線との交差点 

                    点ウ 基点第１４１７号から基点第１３１０号見通し線

上基点１４１７号から７５メートルの点 

                     

 

５ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   個別漁業権 

 

 

 ６ 関係地区 倉敷市玉島乙島、柏島、勇崎 

 

 

  



 

  

岡区第  ９６  号 

第３種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第９７号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第３種区画漁業 あさり養殖業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 浅口市寄島町寄島南地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 基点第１５２９号、基点第１５０９号、点ア及び基点第１

５３０号の各点を順次結んだ３直線と最大高潮時海岸線とに

よって囲まれた区域 

   点の位置 

     基点第１５０９号  浅口市寄島町三郎島南端に設置した標識 

     基点第１５２９号  浅口市寄島町寄島干拓西堤防東基部から１００メ

ートルの地点に設置した標識 

     基点第１５３０号  基点第１５０９号から浅口市寄島町寄島高頂見通

し線と最大高潮時海岸線との交差点 

          点ア 基点第１５３０号から香川県丸亀市手島西南端見

通し線上基点第１５３０号から５０メートルの点 

 

 

５ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   個別漁業権 

 

 

 ６ 関係地区 浅口市寄島町 

 

 

  



 

  

岡区第  ９７  号 

第３種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第９８号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第３種区画漁業 もがい、あかがい養殖業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 浅口市寄島町寄島南地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 点イ、基点第１５０９号及び基点第１５０８号を順次結ん

だ２直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

     基点第１５０８号  浅口市寄島町寄島東端に設置した標識 

     基点第１５０９号  浅口市寄島町三郎島南端に設置した標識 

     基点第１５３０号  基点第１５０９号から浅口市寄島町寄島高頂見通

し線と最大高潮時海岸線との交差点 

          点ア 基点第１５３０号から香川県丸亀市手島西端見通

し線上基点第１５３０号から５０メートルの点 

          点イ 基点第１５０９号から点ア見通し延長線と最大高

潮時海岸線との交差点 

 

 

５ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   個別漁業権 

 

 

 ６ 関係地区 浅口市寄島町 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡区第  ９８  号 

第３種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第９９号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第３種区画漁業 もがい、あかがい養殖業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 浅口市寄島町寄島西地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 次に掲げる（１）の区域のうち（２）に掲げる区域を除いた

区域 

  （１）基点第１５２９号、基点第１５０９号、点ア、点イ及び基点第１６０

１号を順次結んだ４直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

     基点第１５０９号  浅口市寄島町三郎島南端に設置した標識 

基点第１５２９号 浅口市寄島町寄島干拓西堤防東基部から１００メ 

ートルの地点に設置した標識 

     基点第１６０１号  笠岡市・浅口市界の標識 

                    点ア 基点第１５０９号から香川県丸亀市豊島高ノ越鼻

突端見通し線上基点第１５０９号から７００メート

ルの点 

          点イ 基点第１６０１号から笠岡市大島西端見通し線上

基点第１６０１号から４５０メートルの点 

   

（２）基点第１５３３号、第１５３４号、第１５３６号、基点第１５３５号

及び基点第１５３３号の各点を順次結んだ４直線によって囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第１５３３号 浅口市寄島町寄島干拓西堤防地先人工干潟潜堤東

基部 

    基点第１５３４号 浅口市寄島町寄島干拓西堤防地先人工干潟潜堤西

基部 

    基点第１５３５号 浅口市寄島町寄島干拓西堤防地先人工干潟潜堤南

東端 

    基点第１５３６号 浅口市寄島町寄島干拓西堤防地先人工干潟潜堤南

西端 

 

 

５ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   個別漁業権 

 

 

 ６ 関係地区 浅口市寄島町 

 

 

  



 

岡区第  ９９  号 

第３種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第１００号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 のり養殖業 

   ９月２０日から翌年３月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 笠岡市大島中、西大島地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 点ア、点イ、点ウ、点エ及び点アの各点を順次結んだ４直

線によって囲まれた区域 

   点の位置 

     基点第１６０１号  笠岡市・浅口市界の標識 

     基点第１６０６号 笠岡市西大島黒岩に設置した標識 

          点ア 基点第１６０６号から笠岡市北木島布越鼻東端見

通し線上基点第１６０６号から６５０メートルの点 

          点イ 基点第１６０１号から笠岡市真鍋島天神鼻突端見

通し線上基点第１６０１号から６５０メートルの点 

          点ウ 基点第１６０１号から笠岡市真鍋島天神鼻突端見

通し線上基点第１６０１号から１，１００メートル

の点 

          点エ 基点第１６０６号から笠岡市北木島布越鼻東端見

通し線上基点第１６０６号から１，１００メートル

の点 

 

 

 ５ 制限又は条件 漁期終了日までに漁場の清掃をしなければならない。 

 

 

６ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ７ 関係地区 笠岡市 

 

 

  



 

 

 

  

岡区第 １００ 号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第１０１号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第３種区画漁業 もがい、あかがい養殖業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 笠岡市大島中、西大島地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 基点第１６０１号、点ア、点イ、点ウ、点エ及び基点第１

６０６号の各点を順次結んだ５直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ

た区域 

   点の位置 

     基点第１６０１号  笠岡市・浅口市界の標識 

     基点第１６０３号  笠岡市大島中正頭長ぞわいに設置した標識 

     基点第１６０６号 笠岡市西大島黒岩に設置した標識 

     基点第１７２０号  笠岡市神島外浦鹿落鼻東端に設置した標識 

          点ア 基点第１６０１号から笠岡市真鍋島天神鼻見通し

線上基点第１６０１号から４５０メートルの点 

          点イ 基点第１６０３号から笠岡市真鍋島西端見通し線

上基点第１６０３号から４５０メートルの点 

          点ウ 基点第１６０６号から笠岡市北木島布越鼻東端見

通し線上基点第１６０６号から４５０メートルの点 

          点エ 基点第１６０６号から基点第１７２０号見通し線

上基点第１６０６号から４５０メートルの点 

 

 

５ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   個別漁業権 

 

 

 ６ 関係地区 笠岡市大島中、西大島、西大島新田 

 

 

  



 

 

 

  

岡区第 １０１ 号 

第３種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第１０２号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第３種区画漁業 もがい養殖業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 笠岡市神島天神、古江地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 基点第１７１０号、点ア、点イ及び基点第１７１５号の各

点を順次結んだ３直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ

た区域 

   点の位置 

     基点第１６０６号 笠岡市西大島黒岩に設置した標識 

     基点第１６１９号  笠岡市西大島夏目船溜り防波提突端に設置した標

識 

     基点第１７１０号 笠岡市神島天神社常夜灯から基点第１６１９号見

通し線と最大高潮時海岸線との交差点 

     基点第１７１５号 笠岡市神島東側、神島・神島外浦界防波堤階段に

設置した標識 

          点ア 基点第１７１０号から基点第１６１９号見通し線

上基点第１７１０号から８０メートルの点 

          点イ 基点第１７１５号から基点第１６０６号見通し線

上基点第１７１５号から５５０メートルの点 

 

 

５ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ６ 関係地区 笠岡市神島、入江、横島、美の浜、富岡 

  



 

 

 

  

岡区第 １０２ 号 

第３種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第１０３号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

      第１種区画漁業  のり養殖業 

   ９月２０日から翌年３月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 笠岡市神島御崎地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 点イ、点ウ、点オ、点カ及び点イの各点を順次結んだ４直

線によって囲まれた区域 

   点の位置 

     基点第１７３０号 笠岡市神島西側、神島・神島外浦界に設置した標

識 

     基点第１７３１号 笠岡市神島御崎南端に設置した標識 

          点ア 基点第１７３１号から真方位１８０度見通し線上

基点第１７３１号から２００メートルの点 

          点イ 基点第１７３０号から笠岡市梶子島西端見通し線

上基点第１７３０号から１００メートルの点  

                    点ウ 基点第１７３０号から笠岡市梶子島西端見通し線

上基点第１７３０号から４００メートルの点 

          点エ 基点第１７３１号から真方位１８０度見通し線上

基点第１７３１号から５００メートルの点 

                    点オ 点ウから点エ見通し延長線上点エから２５０メー

トルの点 

                    点カ 点イから点ア見通し延長線上点アから２５０メー

トルの点 

 

 

 ５ 制限又は条件 漁期終了日までに漁場の清掃をしなければならない。 

 

 

６ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ７ 関係地区 笠岡市神島、入江、横島、美の浜、富岡、白石島 

 

 

  



 

 

 

  

岡区第 １０３ 号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第１０４号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 のり養殖業 

   ９月２０日から翌年３月３１日まで 

   第１種区画漁業 あおのり養殖業 

   ２月１日から７月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 笠岡市神島外浦藤の浦地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 点ア、点イ、点ウ、点エ、点オ、点カ及び点アの各点を順

次結んだ６直線によって囲まれた区域 

   点の位置 

     基点第１７２０号  笠岡市神島外浦鹿落鼻東端に設置した標識 

     基点第１７２１号 笠岡市神島外浦黒岩南端に設置した標識 

     基点第１７２３号  笠岡市神島外浦岡崎鼻（２２番札所）に設置した

標識 

          点ア 基点第１７２０号から笠岡市北木島布越鼻東端見

通し線上基点第１７２０号から２５０メートルの点 

          点イ 基点第１７２０号から笠岡市北木島布越鼻東端見

通し線上基点第１７２０号から５００メートルの点 

          点ウ 基点第１７２１号から笠岡市白石島仕切鼻見通し

線上基点第１７２１号から５００メートルの点 

          点エ 基点第１７２３号から笠岡市高島台の鼻見通し線

上基点第１７２３号から５００メートルの点 

          点オ 基点第１７２３号から笠岡市高島台の鼻見通し線

上基点第１７２３号から２５０メートルの点 

          点カ 基点第１７２１号から笠岡市白石島仕切鼻見通し

線上基点第１７２１号から２５０メートルの点 

 

 

 ５ 制限又は条件 漁期終了日までに漁場の清掃をしなければならない。 

 

 

６ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ７ 関係地区 笠岡市神島外浦、高島、飛島 

 

 

  



 

 

 

  

岡区第 １０４ 号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第１０５号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 のり養殖業 

   ９月２０日から翌年３月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 笠岡市稲積島北西地先 

 

 

４ 漁場の区域 点ア、点イ、点ウ、点エ及び点アの各点を順次結んだ４直線

によって囲まれた区域 

   点の位置 

     基点第１７３０号 笠岡市神島西側、神島・神島外浦界に設置した標

識 

     基点第１７７８号 笠岡市高島南西百間ゾワイ燈標 

          点ア 基点第１７３０号から基点第１７７８号見通し線

上基点第１７３０号から１，２００メートルの点 

          点イ 基点第１７３０号から基点第１７７８号見通し線

上基点第１７３０号から１，７００メートルの点 

          点ウ 点イから真方位２４２度見通し線上点イから７０

０メートルの点 

          点エ 点アから真方位２４２度見通し線上点アから７０

０メートルの点 

                  

 

 ５ 制限又は条件 漁期終了日までに漁場の清掃をしなければならない。 

 

 

６ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ７ 関係地区 笠岡市神島外浦、高島、飛島 

 

 

  



 

 

 

  

岡区第 １０５ 号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第１０６号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 のり養殖業 

   ９月２０日から翌年３月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 笠岡市高島北地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 点ア、点イ、点ウ、点エ及び点アの各点を順次結んだ４直

線によって囲まれた区域 

   点の位置 

     基点第１６０６号 笠岡市西大島黒岩に設置した標識 

     基点第１７２４号  笠岡市神島外浦神島外港西防波堤燈台 

     基点第１７６６号  笠岡市高島仏崎北端に設置した標識 

     基点第１７６７号  笠岡市高島北東端に設置した標識 

                    点ア 基点第１７６６号から基点第１７２４号見通し線

上基点第１７６６号から２００メートルの点 

          点イ 基点第１７６６号から基点第１７２４号見通し線

上基点第１７６６号から４５０メートルの点 

          点ウ 基点第１７６７号から基点第１６０６号見通し線

上基点第１７６７号から５００メートルの点 

          点エ 点ウから笠岡市小高島東端見通し線上点ウから２

５０メートルの点 

 

 

 ５ 制限又は条件 漁期終了日までに漁場の清掃をしなければならない。 

 

 

６ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ７ 関係地区 笠岡市神島外浦、高島、飛島 

 

 

  



 

 

 

  

岡区第 １０６ 号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第１０７号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 のり養殖業 

   ９月２０日から翌年３月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 笠岡市高島東南地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 点ア、点イ、点カ、点オ及び点アの各点を順次結んだ４直

線によって囲まれた区域 

   点の位置 

     基点第１７６７号  笠岡市高島北東端に設置した標識 

     基点第１７６８号  笠岡市高島南東端バベの木鼻に設置した標識 

     基点第１８０５号  笠岡市白石島仕切鼻東端から西２００メートルの

点に設置した標識 

          点ア 基点第１７６７号から笠岡市縦島高見通し線上基

点第１７６７号から４５０メートルの点 

          点イ 基点第１７６７号から笠岡市縦島高見通し線上基

点第１７６７号から７００メートルの点 

          点ウ 基点第１７６８号から基点第１８０５号見通し線

上基点第１７６８号から３５０メートルの点 

          点エ 基点第１７６８号から基点第１８０５号見通し線

上基点第１７６８号から１００メートルの点 

          点オ 点エから点ア見通し線上点エから１００メートル

の点 

          点カ 点ウから点イ見通し線上点ウから１００メートル

の点 

 

 

 ５ 制限又は条件 漁期終了日までに漁場の清掃をしなければならない。 

 

 

６ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ７ 関係地区 笠岡市神島外浦、高島、飛島 

 

  



 

 

 

  

岡区第 １０７ 号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第１０８号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 のり養殖業 

   ９月２０日から翌年３月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 笠岡市高島南西地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 点イ、点ウ、点カ、点オ及び点イの各点を順次結んだ４直

線によって囲まれた区域 

   点の位置 

     基点第１７５３号  笠岡市明地島南西端（シロ石）に設置した標識 

        基点第１７５６号 笠岡市稲積島南端に設置した標識 

     基点第１７７０号  笠岡市高島南西端与太郎鼻に設置した標識 

     基点第１７７８号  笠岡市高島南西百間ゾワイ燈標 

     基点第１８２９号  笠岡市白石島小山頂上に設置した標識 

          点ア 基点第１７７０号から基点第１８２９号見通し線

上基点第１７７０号から１００メートルの点 

          点イ 基点第１７５３号から基点第１８２９号見通し線

と、点アから福山市鞆町仙酔島高見通し線との交差

点 

          点ウ 点イから基点第１８２９号見通し線上点イから３

００メートルの点 

          点エ 基点第１７７８号から基点第１８２９号見通し線

上基点第１７７８号から３５０メートルの点 

                    点オ 点アから福山市鞆町仙酔島高見通し線と、基点第

１７５６号から笠岡市小飛島北端エノコイシ鼻見通

し線との交差点 

          点カ 点ウから点エ見通し線と、基点第１７５６号から

笠岡市小飛島北端エノコイシ鼻見通し線との交差点 

 

 

 ５ 制限又は条件 漁期終了日までに漁場の清掃をしなければならない。 

 

 

６ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ７ 関係地区 笠岡市神島外浦、高島、飛島 

 

 

  



 

 

 

  

岡区第 １０８ 号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第１０９号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 わかめ、こんぶ養殖業 

   １０月１日から翌年６月３０日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 笠岡市差出島地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 点ア、点イ、点ウ、点エ及び点アの各点を順次結んだ４直

線によって囲まれた区域 

   点の位置 

     基点第１７４４号  笠岡市差出島南端に設置した標識 

     基点第１７４８号  笠岡市明地島北端に設置した標識 

     基点第１７４９号  笠岡市明地島北東端に設置した標識 

          点ア 笠岡市差出島赤石から基点第１７４８号見通し線

上笠岡市差出島赤石から５０メートルの点 

          点イ 笠岡市差出島赤石から基点第１７４８号見通し線

上笠岡市差出島赤石から１００メートルの点 

          点ウ 基点第１７４４号から基点第１７４９号見通し線

上基点第１７４４号から１００メートルの点 

          点エ 基点第１７４４号から基点第１７４９号見通し線

上基点第１７４４号から５０メートルの点 

 

 

 ５ 制限又は条件 漁期終了日までに漁場の清掃をしなければならない。 

 

 

６ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ７ 関係地区 笠岡市神島外浦、高島、飛島 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
岡区第 １０９ 号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第１１０号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 かき垂下式養殖業 

   １０月１日から翌年３月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 笠岡市神島外浦地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 基点第１７１５号、点ア、点イ及び基点第１７２０号の各

点を順次結んだ３直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ

た区域 

   点の位置 

     基点第１６０６号 笠岡市西大島黒岩に設置した標識 

     基点第１７１５号  笠岡市神島東側、神島・神島外浦界防波堤階段に

設置した標識 

     基点第１７２０号  笠岡市神島外浦鹿落鼻東端に設置した標識 

          点ア 基点第１７１５号から基点第１６０６号見通し線

上基点第１７１５号から５５０メートルの点 

          点イ 基点第１７２０号から倉敷市下水島北端見通し線

と、点アから笠岡市縦島島頂見通し線との交差点 

 

 

 ５ 制限又は条件 漁期終了日までに漁場の清掃をしなければならない。 

 

 

６ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   個別漁業権 

 

 

 ７ 関係地区 笠岡市神島外浦、高島、飛島 

 

 

  



 

  

岡区第 １１０ 号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第１１１号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 かき垂下式養殖業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 笠岡市神島外浦大道地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 点ア、点イ、点ウ、点エ及び点アの各点を順次結んだ４直

線によって囲まれた区域 

   点の位置 

     基点第１７２５号  笠岡市神島外浦外浦大道（護岸堤西端）鼻に設置

した標識 

     基点第１７２７号 笠岡市神島外浦城山南東麓に設置した標識 

        基点第１７４８号 笠岡市明地島北端に設置した標識 

    基点第１７７２号  笠岡市高島汐口鼻東（台の鼻大岩）に設置した標

識 

              点ア 基点第１７２７号地先石積防波堤東端から基点第

１７７２号見通し線上基点第１７２７号地先石積防

波堤東端から１７５メートルの点 

          点イ 点アから基点第１７７２号見通し線上点アから２

５０メートルの点 

          点ウ 基点第１７２７号から基点第１７４８号見通し線

上基点第１７２７号から６５０メートルの点 

          点エ 基点第１７２５号から点ア見通し線上基点第１７

２５号から２５０メートルの点 

 

 

５ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ６ 関係地区 笠岡市神島外浦、高島、飛島 

 

 

  



 

 

 

  

岡区第 １１１ 号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第１１２号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

第１種区画漁業 かき垂下式養殖業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 笠岡市神島外浦江の浜地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 点エ、点オ、点カ、点キ及び点エの各点を順次結んだ４直

線によって囲まれた区域 

   点の位置 

     基点第１７３０号 笠岡市神島西側、神島・神島外浦界に設置した標

識 

     基点第１７５５号  笠岡市稲積島北端に設置した標識 

          点ア 基点第１７５５号から笠岡市神島オソノミ山頂見

通し線と最大高潮時海岸線との交差点 

          点イ 点アから基点第１７５５号見通し線上点アから１

００メートルの点 

          点ウ 点アから基点第１７５５号見通し線上点アから３

５０メートルの点 

          点エ 基点第１７３０号から笠岡市梶子島西端見通し線

上基点第１７３０号から３５０メートルの点 

          点オ 基点第１７３０号から笠岡市梶子島西端見通し線

上基点第１７３０号から１００メートルの点 

          点カ 点イから点オ見通し線上点イから１５０メートル

の点 

          点キ 点ウから点エ見通し線上点ウから１５０メートル

の点 

 

 

５ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ６ 関係地区 笠岡市神島外浦、高島、飛島 

 

 

  



 

 

 

  

岡区第 １１２ 号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第１１３号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

      第１種区画漁業  かき、あさり垂下式養殖業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 笠岡市高島高須、王泊地先 

 

 

 ４  漁場の区域 基点第１７７９号、点ア、点イ、基点第１７６６号及び基

点第１７７３号の各点を順次結んだ４直線と最大高潮時海岸

線とによって囲まれた区域。ただし、最大高潮時海岸線から

沖出し５０メートルの区域を除く。 

     点の位置 

        基点第１７２４号  笠岡市神島外浦神島外港西防波堤燈台 

        基点第１７３２号  笠岡市神島外浦中村西防波堤突端に設置した標識 

      基点第１７４４号  笠岡市差出島南端に設置した標識 

      基点第１７６６号  笠岡市高島仏崎北端に設置した標識 

     基点第１７７３号  笠岡市高島汐口鼻北端に設置した標識 

      基点第１７７９号  笠岡市高島黒土港北防波堤基部に設置した標識 

          点ア 点イから基点第１７４４号見通し線と、基点第１

７３２号から基点第１７７９号見通し線との交差点 

          点イ 基点第１７６６号から基点第１７２４号見通し線

上基点第１７６６号から２５０メートルの点 

 

 

５ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ６ 関係地区 笠岡市神島外浦、高島、飛島  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡区第 １１３ 号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第１１４号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 のり養殖業 

   ９月２０日から翌年３月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 笠岡市白石島西之浦地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 基点第１８１９号、点ア、点イ、点ウ、点エ、点カ及び基

点第１８３７号の各点を順次結んだ６直線と最大高潮時海岸

線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

     基点第１７５５号  笠岡市稲積島北端に設置した標識 

     基点第１７５６号  笠岡市稲積島南端に設置した標識 

     基点第１７７０号  笠岡市高島南西端与太郎鼻に設置した標識 

     基点第１８１９号 笠岡市弁天島西端に設置した標識 

     基点第１８２７号 笠岡市白石島小山北端に設置した標識 

     基点第１８３６号  笠岡市白石島亀石に設置した標識 

     基点第１８３７号  笠岡市弁天島東北端に設置した標識 

          点ア 基点第１８１９号から基点第１８２７号見通し延

長線と、基点第１８３６号から笠岡市鳥山見通し線

との交差点 

          点イ 笠岡市白石島応神山山頂から福山市鞆町仙酔島高

見通し線と、基点第１８３６号から笠岡市鳥山見通

し線との交差点 

          点ウ 点イから福山市鞆町仙酔島高見通し線上点イから

３５０メートルの点 

          点エ 点ウから基点第１７５５号見通し線と、点カから

点オ見通し延長線との交差点 

          点オ 基点第１８２７号から基点第１７５６号見通し線

上基点第１８２７号から５００メートルの点 

          点カ 基点第１８３７号から基点第１７７０号見通し線

上基点第１８３７号から５００メートルの点 

 

 

 ５ 制限又は条件 漁期終了日までに漁場の清掃をしなければならない。 

 

 

６ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ７ 関係地区 笠岡市白石島 

 

 

  



 

 

 

  

岡区第 １１４ 号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第１１５号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 のり養殖業 

   ９月２０日から翌年３月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 笠岡市カナリ島北部地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 点イ、点オ、点エ、点ウ及び点イの各点を順次結んだ４直

線によって囲まれた区域 

   点の位置 

     基点第１８１０号 笠岡市白石島ヒラタ鼻に設置した標識 

     基点第１８１４号 笠岡市カナリ島南端に設置した標識 

     基点第１８２２号 笠岡市梶子島東端に設置した標識 

          点ア 基点第１８１４号から基点第１８１０号見通し線

と、基点第１８２２号から笠岡市神島御崎南端見通

し線との交差点 

          点イ 点アから基点第１８１０号見通し線上点アから２

００メートルの点 

          点ウ 点カから笠岡市弁天島北西端見通し線上点カから

２００メートルの点 

          点エ 笠岡市弁天島北端から真方位２５１度３０分見通

し線と、笠岡市神島御崎南端から笠岡市大飛島西端

見通し線との交差点 

          点オ 基点第１８１０号から基点第１８１４号見通し延

長線と、笠岡市神島御崎南端から笠岡市大飛島西端

見通し線との交差点 

          点カ 笠岡市弁天島北端から真方位２５１度３０分見通

し線と、笠岡市神島御崎南端から基点第１８２２号

見通し線との交差点 

 

 

 ５ 制限又は条件 漁期終了日までに漁場の清掃をしなければならない。 

 

 

６ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ７ 関係地区 笠岡市白石島 

 

 

  



 

 

 

  

岡区第 １１５ 号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第１１６号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 わかめ、こんぶ養殖業 

   １０月１日から翌年６月３０日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 笠岡市白石島北東地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 基点第１８０１号及び点アを結んだ直線、笠岡市白石島屏

風岩及び点イを結んだ直線及び基点第１８０１号と笠岡市白

石島屏風岩の間における最大高潮時海岸線から沖出し３０メ

ートルの線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置      

     基点第１７６７号  笠岡市高島北東端に設置した標識 

     基点第１８０１号  笠岡市白石島水場の浜北モチの木南端に設置した

標識 

     基点第１８２０号 笠岡市沖ノ白石燈台 

          点ア 基点第１８０１号から基点第１８２０号見通し線

上基点第１８０１号から３０メートルの点 

          点イ 笠岡市白石島屏風岩から基点第１７６７号見通し

線上笠岡市白石島屏風岩から３０メートルの点 

 

 

 ５ 制限又は条件 漁期終了日までに漁場の清掃をしなければならない。 

 

 

６ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ７ 関係地区 笠岡市白石島 

 

 

  



 

 

 

  

岡区第 １１６ 号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第１１７号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 わかめ、こんぶ養殖業 

   １０月１日から翌年６月３０日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 笠岡市白石島北地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 基点第１８３８号、点ア、点イ及び基点第１８１９号の各

点を順次結んだ３直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ

た区域 

   点の位置      

     基点第１８１９号 笠岡市弁天島西端に設置した標識 

     基点第１８２７号 笠岡市白石島小山北端に設置した標識 

     基点第１８２８号 笠岡市白石島小山南端に設置した標識 

     基点第１８３４号 笠岡市白石島西之浦先西端に設置した標識 

     基点第１８３８号  笠岡市弁天島南端に設置した標識 

          点ア 基点第１８３８号から基点第１８２８号見通し線

と、基点第１８３４号から笠岡市小高島西端見通し

線との交差点 

          点イ 基点第１８１９号から基点第１８２７号見通し線

と、基点第１８３４号から笠岡市小高島西端見通し

線との交差点 

 

 

 ５ 制限又は条件 漁期終了日までに漁場の清掃をしなければならない。 

 

 

６ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ７ 関係地区 笠岡市白石島 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 岡区第 １１７ 号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第１１８号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 かき垂下式養殖業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 笠岡市白石島鳥ノ口地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 基点第１８０８号及び笠岡市白石島三ゲンボ鼻を結んだ直

線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

     基点第１８０８号  笠岡市白石島宮ノ鼻に設置した標識 

 

 

５ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ６ 関係地区 笠岡市白石島 

 

 

  



 

 

  

岡区第 １１８ 号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第１１９号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 かき垂下式養殖業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 笠岡市白石島北地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 基点第１８１７号、第１８３８号、点ア及び基点第１８３

４号の各点を順次結んだ３直線と最大高潮時海岸線とによっ

て囲まれた区域  

   点の位置 

     基点第１８１７号 笠岡市白石島目玉岩に設置した標識 

     基点第１８２８号 笠岡市白石島小山南端に設置した標識 

     基点第１８３４号 笠岡市白石島西之浦先西端に設置した標識 

     基点第１８３８号  笠岡市弁天島南端に設置した標識 

          点ア 基点第１８３８号から基点第１８２８号見通し線

と、基点第１８３４号から笠岡市小高島西端見通し

線との交差点 

 

 

５ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ６ 関係地区 笠岡市白石島 

 

 

  



 

 

 

  

岡区第 １１９ 号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第１２０号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 かき垂下式養殖業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 笠岡市北木島町豊浦地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 基点第１８７７号、点ア、点イ及び基点第１８７８号の各

点を順次結んだ３直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ

た区域 

    点の位置 

    基第第１８７７号 笠岡市北木島八幡鼻突端に設置した標識  

    基点第１８７８号 笠岡市北木島町木崎鼻突端に設置した標識 

          点ア 基点第１８７７号から笠岡市白石島宮ノ鼻高見通

し線上基点第１８７７号から１００メートルの点 

          点イ 基点第１８７８号から笠岡市白石島宮ノ鼻高見通

し線上基点第１８７８号から１００メートルの点  

 

 

５ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ６ 関係地区 笠岡市北木島町 

 

 

  



 

 

 

  

岡区第 １２０ 号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第１２１号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 かき垂下式養殖業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 笠岡市北木島東地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 点ア、点イ及び基点第１８６３号の各点を順次結んだ２直

線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

   点の位置 

    基点第１８６３号 笠岡市北木島町大浦港北防波堤突端灯台に設置し

た標識 

    基点第１８７９号 笠岡市北木島布越南東端に設置した標識 

                    点ア 笠岡市北木島トンギリ山（１８０）から笠岡市茂

床島島頂見通し線と、笠岡市北木島最大高潮時海岸

線との交差点 

                    点イ 笠岡市北木島トンギリ山（１８０）から笠岡市茂

床島島頂見通し線と、基点第１８６３号から基点第

１８７９号見通し線との交差点 

           

 

５ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ６ 関係地区 笠岡市北木島町 

 

 

  



 

 

 

  

岡区第 １２１ 号 

第１種区画漁業権 



 

 

 １ 免許番号 岡区第１２２号 

 

 

 ２ 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期 

   第１種区画漁業 かき垂下式養殖業 

   １月１日から１２月３１日まで 

 

 

 ３ 漁場の位置 笠岡市北木島東地先 

 

 

 ４ 漁場の区域 基点第１８６２号、点ア及び基点第１８７９号の各点を順

次結んだ２直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

    点の位置 

    基点第１８６３号 笠岡市北木島町大浦港北防波堤突端灯台に設置し

た標識 

    基点第１８７９号 笠岡市北木島町布越南東端に設置した標識 

    基点第１８６２号 笠岡市北木島町中山防波堤突端に設置した標識 

                    点ア 笠岡市大島高頂（５８）から基点第１８６２号見

通し線と、基点第１８６３号から基点第１８７９号

見通し線との交差点 

 

           

５ 個別漁業権又は団体漁業権の別 

   団体漁業権 

 

 

 ６ 関係地区 笠岡市北木島町 

 

 

 

 



 

 

 

岡区第 １２２ 号 

第１種区画漁業権 


